
1

平成平成2222年年 44月月 55日日

内閣官房内閣官房ITIT担当室担当室

社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会（第社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会（第33回）資料（平成回）資料（平成2222年年33月月1515日）日）

資料資料

電子行政の視点からの電子行政の視点からの検討検討
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１．１．「番号」を利用する「番号」を利用する対象対象分野分野

○社会保障分野、税分野に限定するか、本格的な電子行政、特に利用者利便に資する○社会保障分野、税分野に限定するか、本格的な電子行政、特に利用者利便に資する

ワンストップサービスの実現を目指してより広範囲の分野に拡大するかワンストップサービスの実現を目指してより広範囲の分野に拡大するか

２．「番号」によるデータ連携の方式２．「番号」によるデータ連携の方式 （（同一同一番号番号か異なるか異なる番号か）番号か）

○社会保障分野、税分野○社会保障分野、税分野等各分野等各分野にに同一の番号同一の番号を付すか、分野別に異なる番号を付し、を付すか、分野別に異なる番号を付し、

何らかの仕何らかの仕組み組みで異なる番号を連携させるかで異なる番号を連携させるか

３．「番号」を知りうる者の範囲３．「番号」を知りうる者の範囲

○社会保障・税に関する番号制度は、○社会保障・税に関する番号制度は、「本人と関係行政機関以外の「本人と関係行政機関以外の第三者が知りうる第三者が知りうる番号」番号」

としてとして整備するのか整備するのか、「、「原則として本人と関係行政機関のみが知りうる番号」として整備するのか原則として本人と関係行政機関のみが知りうる番号」として整備するのか

４．番号の管理と個人情報保護４．番号の管理と個人情報保護

○誰が付番するのか、誰がデータ連携の管理を行うのか○誰が付番するのか、誰がデータ連携の管理を行うのか

○個人情報保護のためにどのような制度・システムを設けるのか○個人情報保護のためにどのような制度・システムを設けるのか

電子行政の視点からの検討課題例電子行政の視点からの検討課題例
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我が国では、多くの分野で既に各分野独自の番号が存在
国民にとって利便性の高い電子行政(特にワンストップサービス）を実現するためには、分野間のデータ連携が重要
しかし、現在、異なる分野間で、相互の番号を結びつけることにより、データ連携を行っている制度は存在しない
（注） いくつかの分野において、住民票コード及び住基四情報（氏名、生年月日、性別、住所）の提供を受けることにより、添付書類（住民票）の省略や

保有データの更新等をしている例はあるが、この場合も住民票コードを利用した他の分野との連携は禁止されている

我が国では、多くの分野で既に各分野独自の番号が存在
国民にとって利便性の高い電子行政(特にワンストップサービス）を実現するためには、分野間のデータ連携が重要
しかし、現在、異なる分野間で、相互の番号を結びつけることにより、データ連携を行っている制度は存在しない
（注） いくつかの分野において、住民票コード及び住基四情報（氏名、生年月日、性別、住所）の提供を受けることにより、添付書類（住民票）の省略や

保有データの更新等をしている例はあるが、この場合も住民票コードを利用した他の分野との連携は禁止されている

国 地方自治体
（都道府県・市町村）

民間機関

雇用保険被保険者番号
（雇用保険）

基礎年金番号

（年金保険）

被保険者番号
（医療保険／
共済組合）

被保険者証記号番号
（医療保険／
協会けんぽ）

住民票コード

（住民基本台帳）

被保険者番号
（医療保険／

後期高齢者医療）

被保険者証番号

（介護保険）

ケース番号

（生活保護）
被保険者証記号番号

（医療保険／
国民健康保険）

運転免許証番号

（自動車運転）

外国人登録原票登録番号

（外国人登録）

被保険者証記号番号
（医療保険／組合健保）

旅券番号

（パスポート）

：社会保障サービス ：公的サービス（社会保障を除く） ：民間サービス凡例

恩給証書記号番号

（恩給／国）

登録番号等

（戸籍）

印鑑登録番号

（印鑑登録）

カルテ番号等
（医療機関ごとの
医療サービス）

保険証券番号等
（民間医療保険・生保・損保）

整理番号

（児童手当）

証書記号番号

（児童扶養手当）

整理番号

（特別障害者手当）

口座番号等

（金融サービス）
クレジットカード番号

（クレジットサービス）

クレジットカード番号

（クレジットサービス）

お客様番号等

（電気、ガス、水道等）

恩給証書記号番号等

（恩給／地方自治体）

【個人に関係する各種番号（例）】

１１ 「番号」を利用する対象分野「番号」を利用する対象分野
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((参考１）参考１） ばらばらな番号＝データ連携ができない行政サービスばらばらな番号＝データ連携ができない行政サービス

電子政府の先進国における解決策の実現例

日本の行政サービスの課題
(国民が行政サービスに抱く不満）

制度や手続を理解していないと知らないうちに損している・・・・？

手続の窓口や書類がたくさんあって面倒。一回で済ませることができれば・・・。

役所に何度も同じような証明書提出を求められる。

システム毎にログインが求められる。ログインＩＤを覚えるのはもう限界。

解決策
（国民が期待する行政サービス）

行政からのプッシュ型の情報発信

手続のワンストップサービス
（複数手続の簡略化）

データ保有機関間のデータ連携
（手続の省略）

官民の相互認証サービス

エストニア

行
政
機
関

民

間

X-ROAD
（データ連携基盤）

年金DB 納税DB 社会保険DB

電気DB ガスDB 銀行DB

エストニア国民ポータル

＜ログイン手段（官民相互認証＞
・国民カード
・携帯電話
・ネットバンキングのアカウント

●上記の解決策を実現した効果の例
エストニアでは、出産時に病院が出生届を行政に送付すると、母親
が何もしなくても児童手当や出産給付金が銀行口座に振り込まれる。

●上記の解決策を実現した効果の例●上記の解決策を実現した効果の例
エストニアでは、エストニアでは、出産時に病院が出生届を行政に送付出産時に病院が出生届を行政に送付するとすると、、母親母親
が何もしなくても児童手当や出産給付金が銀行口座に振り込まれるが何もしなくても児童手当や出産給付金が銀行口座に振り込まれる。。

国民IDによるデータ連携を実現

国民ID 国民ID
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((参考２）参考２） ワンストップサービスの効果ワンストップサービスの効果

訪問：７機関
添付：１３書類

訪問：転入地市町村のみ
添付： なし

官民あわせて年間約１０００億円※のコスト削減効果の見込み

※ 引越者側の効果が約９００億円、サービス提供者側の効果が約１００億円

訪問：６機関
添付：１５書類

訪問：企業はなし、個人は公共職業安定所のみ

添付： なし

官民あわせて年間約１２００億円※のコスト削減効果の見込み

※ 企業・退職者側の効果が約９００億円、サービス提供者側の効果が約３００億円

（添付書類の発行数の参考）（添付書類の発行数の参考） 住民票の写しの交付件数住民票の写しの交付件数 年間約年間約80008000万通万通
印鑑登録証明書交付件数印鑑登録証明書交付件数 年間約年間約65006500万通万通

転
出
関
係
手
続

転
出
関
係
手
続

転
出
関
係
手
続

転
入
関
係
手
続

転
入
関
係
手
続

転
入
関
係
手
続

国・地方・民間の包括サービス国・地方・民間の包括サービス

オンラインによオンラインによ
るる11回の申請回の申請

自治体・国・自治体・国・
その他関係その他関係
団体団体

訪庁、本人確認訪庁、本人確認
、、資料受渡資料受渡

電気・ガスなど電気・ガスなど

■■ 官民の組織横断的なワンストップサービス官民の組織横断的なワンストップサービス

■■ 国民に身近な手続の簡素化国民に身近な手続の簡素化

退職
ポータル

企業

健保・厚年資格喪失届

雇用保険資格喪失届

離職証明書

退職所得の源泉徴
収票・特別徴収票

住民税納入申告

給与所得者異動届

ワンストップ eLTAX

e-TAX

職安

健保組合

社保

厚年基金等

データ連携（行政内）（①） 子育て電子交流
日誌（※）など

◆ 無駄な手続きがなくなる（①）
◆ 一度にすべての手続が済む（②）

◆ 信頼できる情報、わかりやすい
情報がタイムリーに得られる

◆ 相談できる相手がいる

連携

※親子日誌（仮称）：家族・地域とのコミュニケーションを目的としたもの。遠野市の「すこやか親子手帳」などが参考事例。

不便（負担）の軽減 不安の軽減

他の行政
機関など

データ
連携
（①）

【役所】 【地域】
（②）

②ワンストップ化により、
省略できない手続きも負担を軽減
⇒同時期に申請する手続きをパッケージ化し
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、窓口など、ワンストップで申請可能に

例）「児童手当の申請」を他手続と一体化

<現状> <改善後>

出生届出生届 児童手当
申請

児童手当
申請

転入届転入届 児童手当
申請

児童手当
申請

出生時：

転入時：
（※）

出生届＋児童手当
申請

出生届＋児童手当
申請

転入届＋児童手当
申請

転入届＋児童手当
申請

※他市町村から転入の場合

①データ連携（行政内、行政間など）により、
手続きそのものを省略・簡素化

⇒行政が所有している情報を住民に再提出させない

例)「児童手当の現況届」

＜現状＞
◆受給継続のための更新手続き（1回/年）が必要
・受給者数 ⇒約1000万人/年
・行政コスト（郵送費･事務費等)⇒約２０億円/年

＜効果＞
・届出が不要となり、行政コストも削減

引越の効果引越の効果 退職の効果退職の効果

児童手当手続の効果児童手当手続の効果

広域でワンストップサービスを実現するほど高い効果が期待できる。広域でワンストップサービスを実現するほど高い効果が期待できる。

次世代電子行政サービスの実現に向けたグランドデザインより抜粋（ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/nextg/pdf/granddesign.pdf ）

2008年度 特別テーマ評価検討委員会報告書 より抜粋（ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/tokubetu/houkoku/2008houkoku.pdf ）
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２２ 「番号」によるデータ連携の方式「番号」によるデータ連携の方式

複数の分野で複数の分野で個人に関するデータを個人に関するデータを

同一の番号を用い同一の番号を用いて管理するて管理する方式方式

複数の分野で複数の分野で個人に関するデータを個人に関するデータをそれぞれそれぞれ

異なる番号を用い異なる番号を用いて管理する方式て管理する方式

方式１（同一番号） 方式２（異なる番号）

自己の情報へのアクセス自己の情報へのアクセス

（閲覧・申請等）（閲覧・申請等）

個人（X)

分野A 分野B

分野C

No.No.XX

No.Xを利用して分
野相互間でXに関

するデータの授受
を行うことが可能

○各分野では、個人
（X)に関するデータ
をNo.Xという番号で

管理。

○分野間のデータ連
携や本人が自己の
情報へアクセスする
際には、No.Xという

番号を利用

個人（X)

分野B

分野C

各分野で番号が異な
るため、ある分野が管
理するXに関する番号
を用いて他分野のXに

関するデータを授受す
ることができない。

分野A

No.X(aNo.X(a))

自己の情報へのアクセス自己の情報へのアクセス

（閲覧・申請等）（閲覧・申請等）

○各分野では、個人（X)に関するデータを
独自の番号（No.X(a),X(b),X(c))で管理

○分野間のデータ連携や本人が自己の
情報へアクセスする際には、個人（X）
に関する「異なる番号」の連携の仕組
みが必要。

×

××

No.No.XX

No.No.XX

No.No.XX

No.X(No.X(bb))

No.X(No.X(cc))

No.No.XX

データ中継
機関

（注） 同一番号を利用する場合でも、
個人情報保護や効率的なデータ連
携の観点から、データの授受には、
データ中継機関を介する方法も考
えられる。
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（参考３）（参考３） 「異なる番号」の連携の仕組み例「異なる番号」の連携の仕組み例

○データ連携用の番号
（No.X(m))を整備し、

各分野の番号を対応
付け。

○中立的な第三者が、

連携用番号を管理。

BA

（連携用番号の管理者）①Ａは、Ｂが保
有する個人（X）

のデータを、自
らが管理する番
号X(a)を用いて

連携用番号の
管理者に要求。

③管理者は、
Bに対し、X(b)
で管理してい
るXのデータを
Aにわたすよう

指示

④Bは、X(b)で管理しているXのデータを管理者を介してAに送付。

No.X(a)

（X(a)= X(m)=X(b)）
例

１

例

２

例

３

No.X(b)

○各分野の番号の対応
情報（対応表）を整備し、
各分野の番号を対応
付け。

○中立的な第三者が、
対応情報（対応表）を
管理。

○各分野の番号の対応
情報（対応表）を整備
し、各分野の番号を対
応付け。

○各分野が、対応情報

（対応表）を管理。

BA

（番号対応情報の管理者）No.X(a)

②管理者は
X(a)をX(b)
に読み替え

（X(a)= X(b)）

No.X(b)

A

①Ａは、自己が管理する個人(X)の番号
X(a)を対応表で、X(b)に読み替え、Ｂに対
し、X(b)で管理しているXのデータをわた

すよう要請

②Bは、X(b)で管理しているXのデータをAに送付。

No.X(a) No.X(b)

①Aは、Bが保
有する個人（X)
のデータを自己
が管理するXの
番号（X(a)）を
用いて要求

③管理者は、
Bに対し、X(b)
で管理してい
るXのデータ
をAにわたす

よう指示

④Bは、X(b)で管理しているXのデータを管理者を介してAに送付。

（対応表）

（X(a)= X(b)）

（対応表）

A

（X(a)= X(b)）
（対応表）

B

○連携用番号を管理し、
データ連携を仲介する中
立的な第三者機関が必
要

○個人に関する他分野の
番号情報はわからない
ため、個人情報保護の
程度は高い

○番号対応情報（対応表）
を管理し、データ連携を
仲介する中立的な第三
者機関が必要

○個人に関する他分野の
番号情報はわからない
ため、個人情報保護の
程度は高い

○特別の機関を新たに設
けなくても導入可能。

（ただし、対応情報（対応
表）を作成・現行化・配布
する者は必要）

○個人に関する他分野の
番号情報を保有している
ため、個人情報保護の
程度は例１，２に比して
低い

②管理者は
X(a)をX(m)
を介してX(b)
に読み替え
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（参考（参考４４）「番号」によるデータ連携の方式（諸外国の例））「番号」によるデータ連携の方式（諸外国の例）

分野１
（社会保険）

分野35（税）

○全ての行政機関が同一の番号（住民登録
番号）を利用。

○プライバシーは、専ら、個人情報保護法で
担保。

○異なる行政機関ごとに異なる番号。

○共通番号を各分野毎の番号に紐付け

○データ連携は、紐付けした共通番号を介す
ることにより実現。

○異なる分野毎に、異なる番号を利用。

○ICカードに格納された特別の番号（ソース
PIN)を媒介にしてデータ連携が行われる。

住民登録番号住民登録番号

住民登録番号住民登録番号

デンマーク ベルギー オーストリア

ＩＣカード必要ＩＣカード必要
閲覧・申請閲覧・申請

閲覧・申請閲覧・申請

閲覧・申請閲覧・申請

個人 個人
個人

Ａ省

Ｂ庁

Ｃ県 Ｄ市

Ｅ村

Ｆ省
Ａ省

Ｂ省

Ｃ省

年金保険

Ｄ省

Ｅ庁

Ｆ省

No.BNo.B

No.No.XX

No.No.XX

No.No.XX

No.No.XX

No.No.XX

No.No.XX

No.No.XX

No.CNo.C

No.DNo.D

No.No.XX

No.No.XX’’

No.ANo.A（（11））

No.ANo.A（（11））

・
・
・

・

No.ANo.A（（22）） No.ANo.A（（22））

No.ANo.A(35(35））

No.ANo.A（（11））

No.ANo.A

No.ENo.E

医療保険

失業保険

住民登録制度 旅券制度

税と手数料

（市町村公益
事業等）

No.No.XX

No.No.XX

eeIDID

No.No.XX’’ No.ANo.A（（11））

分野２
（アイデンティティ）

ポータルサイト

No.FNo.F
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（（正確な所得把握を目的とした正確な所得把握を目的とした「番号」の利用形態）「番号」の利用形態）

３３ 「番号」を知りうる者の範囲「番号」を知りうる者の範囲

No.xxxx
・給与支払者
・金融機関 等

No.xxxx

（告知） （法定調書に記載）

No.xxxx

No.xxxx

（納税申告書に記載）

取引の相手方(民）個人（X) (民） 税務当局(官）

名寄せ・突合

○ 民－民－官の流通形態が前提（本人以外の民間の者が知りうることが前提）

○ 取引相手方は、個人（X)から告知された番号が正確であることを簡単に確認できる必要（「目で見える」ことが望ましい）

（参考）（参考） 住民票コードと基礎年金番号の可視性住民票コードと基礎年金番号の可視性

○ 住民票コード： 原則として本人と市町村等データ保有機関のみが知りうる番号
利用範囲は法令で制限
住基カードに券面表示されない（目ではみえない）

○ 基礎年金番号： 原則として本人と年金関係機関のみが知りうる番号だが、雇用主等一部の民間の第三者も知りうる立場
利用範囲は法令で制限
年金証書、年金手帳に記載（目で確認することは可能）

○ 「番号」については、(1)原則として、本人と関係行政機関のみが知りうるような性格の番号か、(2)本人と関係行政機関以外の第三者も容易
に知りうるような性格の番号かに区分して検討することが有用。

○ 正確な所得把握を目的として税務面で利用する番号は、「民－民」間の利用が前提であることから、基本的に「本人と関係行政機関以外の
第三者が知りうる」ものであり、かつ容易に確認できるよう「目で見える番号」である必要。

○ 他方、(a)本人が、税務当局に対して自己の納税情報を照会したり、納税手続きを行ったりするために利用する番号（「民－官」）や(b)税務当

局と社会保障当局との間で必要な情報をやり取り（データ連携）するときに使われる番号（「官－官」）は、必ずしも「目で見える」「第三者が知
りうる」番号である必要はなく、個人情報保護の観点からは、むしろ「本人と関係行政機関のみが知りうる番号」を利用することが考えられる。
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○ CRR番号から、暗号技術を用いて、個人認証の基礎となる番号（ソースPIN）を生成、発行
○ ソースPINは希望する者に対して発行。本人の所持するICカード（市民カード）にのみ保存される。

※ DSKは、PINの生成を行うが、自らはDBを持たず、CRR番号やソースPINを蓄積・保有しない。

○ CRR番号から、暗号技術を用いて、個人認証の基礎となる番号（ソースPIN）を生成、発行
○ ソースPINは希望する者に対して発行。本人の所持するICカード（市民カード）にのみ保存される。

※ DSKは、PINの生成を行うが、自らはDBを持たず、CRR番号やソースPINを蓄積・保有しない。

（参考（参考５５））オーストリアの例（１）オーストリアの例（１） （電子申請、データ連携に用いられる番号の仕組み）（電子申請、データ連携に用いられる番号の仕組み）

出生時に住民登録番号（CRR番号）を付与。CRR番号は、内務省管理の中央住民登録簿（CRR)記載。出生時に住民登録番号（CRR番号）を付与。CRR番号は、内務省管理の中央住民登録簿（CRR)記載。

本人本人

ソースPINが格納された
ICカード（市民カード）を

保有

A機関

（分野A） （分野B）

A1機関

A２機関

A３機関

B1機関

B２機関

B３機関

ssPIN-A

でデータ管理

ソースPINと分野別に定められた分野別コードから暗号技術を用いて
分野別番号（ssPIN)を生成

各種申請等

内務省

データ保護委員会
（DSK）

他分野のssPINは知る

ことができない

分野を越える直接の
データ連携は原則禁止

（必ずDSKを経由）

ssPIN-B

でデータ管理

ソースPIN生成に必要な場合、一時的にCRR番号をDSKに知らせる

本人の希望により、ソースPINを発
行し、ICカード（市民カード）に格納

電子申請や、データ連携では、住民登録番号を
基に生成した特別の番号が使われている。
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⑧

⑦

①

⑥

④③

②

（参考６）（参考６）オーストリアの例（２）オーストリアの例（２） （データ連携の手順例）（データ連携の手順例）

個人（X)個人（X)

（分野A）

機関A１に対して

行う申請手続に、
機関B１が保有す

るデータを添付す
ることが必要な場
合

データ保護委員会（DSK）

XのCRR番号を照会

市民カードを用いて機
関A１に電子申請。

カードに格納されたソー
スPINから自動的に
ssPIN-Aが生成され、
ssPIN-Aを用いた申請と

なる。

機関A1は、申請者(X)の
氏名、XのssPIN-A、A分
野の分野別コードをDSK
に送付

中央住民登録簿（CRR)

XのCRR番号を回答

XのCRR番号からXのソースPINを生成、さ
らにソースPINと機関B1の分野別コードから
XのssPIN-Bを生成

XのssPIN-Bを機関B1のみが

復号化できるように暗号化して
機関A1に通知

※暗号化されるため機関
A1は、XのssPIN-Bの内

容を知ることはできない

ssPIN-A

でデータ管理

ｓｓPIN-B

でデータ管理
暗号化されたssPIN-Bを
添えて、Xに関するデー

タを照会

暗号を復号化して得た
ssPIN-Bに基づき、管理
しているXのデータを機
関A1に送付

（分野B）

機関B1機関A1

ssPIN-B

でデータ管理

⑤
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（参考（参考７７）オーストリアの）オーストリアの例（３）例（３） （（税務当局による所得把握税務当局による所得把握））

＜納税申告書＞ ＜給与支払の法定調書＞

税務当局

給与支払の法定調書
（社会保障番号記載）

（社会保障番号の告知）
健康保険カードには、社会保障番号が券面に記載されている。

納税申告書

（社会保障番号記載） 社会保障番号で
名寄せ・突合

給与

健康保険
カード

納税者本人の社会保障番号の
記入が求められている

雇用主（会社）

納

税

者

所得把握のためには、（参考５、６）の仕組みで用い
られる番号ではなく、社会保障番号を利用している
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４４ データ連携に関する番号の管理と個人情報保護（諸外国の例）データ連携に関する番号の管理と個人情報保護（諸外国の例）

個人情報保護委員
会（国務総理所属）

なし。

ただし連邦機関は
議会と大統領府行
政予算管理局にプ
ライバシー保護の取
組を毎年報告。

DSK（データ保護委

員会）
プライバシー委員
会（議会に設置）

データ保護庁／
データカウンシル

第三者による監視機
関

CPRビューロー

（住所等基本情報
の一括収集・管理
と行政機関・民間
企業への送信）

内務省

住民登録番号

デンマーク

住民登録番号社会保障番号

中央住民登録番号

（及びこれをもとに
派生させた番号）

社会保障番号

国民登録番号
データ連携に関係する
番号の種類

行政安全部

（旧行政自治部）
社会保障庁内務省内務省附番機関

行政情報共同利用
センター

なし （各省庁等で
実施）

なし （各省庁等で
実施）

ただし異なる分野間
のデータ連携は
DSKを経由

FEDICT（情報通

信省。社会保障分
野以外）

CBSS（社会保障

分野）

データ連携関係機関

ベルギー 韓国アメリカ合衆国オーストリア

※詳細については、現在調査中
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【【理由理由】】

（１）社会保障・税の分野への番号制度を導入する場合、番号を通じて収集・保有される（１）社会保障・税の分野への番号制度を導入する場合、番号を通じて収集・保有される

自己に関する情報について、アクセスし、コントロール（確認・修正）できるような仕組み自己に関する情報について、アクセスし、コントロール（確認・修正）できるような仕組み

を設けることが必要になると考えられるが、これは電子行政においても共通の課題を設けることが必要になると考えられるが、これは電子行政においても共通の課題

（２）新たな番号制度が導入される場合、これを行政機関相互間のバックオフィスのデー（２）新たな番号制度が導入される場合、これを行政機関相互間のバックオフィスのデー

タ連携と組み合わせることにより、①国民にとって利便性の高い行政サービス（ワンスタ連携と組み合わせることにより、①国民にとって利便性の高い行政サービス（ワンス

トップ行政等）の実現に資するとともに、②行政の効率化と行政コストの大幅な削減にトップ行政等）の実現に資するとともに、②行政の効率化と行政コストの大幅な削減に

資する資する

番号制度を設計する上での留意点番号制度を設計する上での留意点 ～電子行政の視点から～～電子行政の視点から～

○○ 国民にとって利便性の高い電子行政を実現するためには、データ連携を効率的に行う国民にとって利便性の高い電子行政を実現するためには、データ連携を効率的に行う

必要があることから、何らかの形で番号制度（ＩＤ制度）を導入することが必要必要があることから、何らかの形で番号制度（ＩＤ制度）を導入することが必要

○○ 社会保障・税の分野に番号制度を導入する場合、これと一体的に、国民が行政情報に社会保障・税の分野に番号制度を導入する場合、これと一体的に、国民が行政情報に

アクセスしたり、行政機関相互間でデータ連携を行うことができる電子行政の仕組みも整アクセスしたり、行政機関相互間でデータ連携を行うことができる電子行政の仕組みも整

備することが望ましい。備することが望ましい。
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参考資料

（国民本位の電子行政へ向けて）
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１．公共サービスポータル（総合窓口）
行政機関（国、地方）の垣根を取り除いた総合公共サービス提供
手続や関連する情報の見える化を実現
窓口においてもワンストップサービスの享受
地方公共団体や民間企業等、他のWebサイトとの連携 etc.

１．公共サービスポータル（総合窓口）１．公共サービスポータル（総合窓口）
行政機関（国、地方）の垣根を取り除いた総合公共サービス提供行政機関（国、地方）の垣根を取り除いた総合公共サービス提供
手続や関連する情報の見える化を実現手続や関連する情報の見える化を実現
窓口においてもワンストップサービスの享受窓口においてもワンストップサービスの享受
地方公共団体や民間企業等、他の地方公共団体や民間企業等、他のWebWebサイトとの連携サイトとの連携 etc.etc.

２．公共サービス連携基盤（バックオフィス連携）
疎結合による連携（最小限の影響で連携を可能とする）
業務プロセスの管理と組織横断的な最適化の推進
行政機関の持つデータの連携・活用（添付書類や事業の進捗情報）
民間との連携を実現 etc.

２．公共サービス連携基盤（バックオフィス連携）２．公共サービス連携基盤（バックオフィス連携）
疎結合による連携（最小限の影響で連携を可能とする）疎結合による連携（最小限の影響で連携を可能とする）
業務プロセスの管理と組織横断的な最適化の推進業務プロセスの管理と組織横断的な最適化の推進
行政機関の持つデータの連携・活用（添付書類や事業の進捗情報）行政機関の持つデータの連携・活用（添付書類や事業の進捗情報）
民間との連携を実現民間との連携を実現 etcetc..

３．中長期的な標準化
効率的な連携を目指し、最終的には１つの標準仕様で連携を実現
複数の標準化アプローチ（トップダウン、ボトムアップ）の採用
標準仕様対応が困難な機関への配慮 etc.

３．中長期的な標準化３．中長期的な標準化
効率的な連携を目指し、最終的には１つの標準仕様で連携を実現効率的な連携を目指し、最終的には１つの標準仕様で連携を実現
複数の標準化アプローチ（トップダウン、ボトムアップ）の採用複数の標準化アプローチ（トップダウン、ボトムアップ）の採用
標準仕様対応が困難な機関への配慮標準仕様対応が困難な機関への配慮 etcetc..

●●一度の手続で完了一度の手続で完了

●●わかりやすいわかりやすい情報の情報の入手入手

外部連携サービス外部連携サービス

外部外部接続機能接続機能の標準的なの標準的な
インターフェースインターフェース

自治体自治体

ガスガス電力電力

自治体自治体

ハブハブ

自治体自治体

民間民間

ハブハブ

府省府省

外部
接続
機能

外部外部
接続接続
機能機能

銀行銀行
認証認証

機関機関

公共サービス連携基盤（仮称）公共サービス連携基盤（仮称）

業務
プロセス
管理機能

業務業務
プロセスプロセス
管理機能管理機能

ディレクトリ
機能

ディレクトリディレクトリ
機能機能

アクセス制御
機能

アクセス制御アクセス制御
機能機能

ログ管理
機能

ログ管理ログ管理
機能機能

一時情報
保管機能

一時情報一時情報
保管保管機能機能

レジストリ
機能

レジストリレジストリ
機能機能

サービスバスサービスバスサービスバス

プル型情報提
供機能／カスタ
マイズ機能

プル型情報提プル型情報提
供機能／カスタ供機能／カスタ
マイズ機能マイズ機能

ワンストップ
申請機能

ワンストップワンストップ
申請機能申請機能

公共サービスポータル公共サービスポータル公共サービスポータル

エージェント型
情報提供機能

エージェント型エージェント型
情報提供機能情報提供機能

プッシュ型情報
提供機能

プッシュ型情報プッシュ型情報
提供提供機能機能

インテリジェント
検索機能

インテリジェントインテリジェント
検索機能検索機能

認証・署名
機能

認証・署名認証・署名
機能機能

●●効率的な業務遂行効率的な業務遂行

国民国民

職員職員

要求

要求

返答

返答

返答

要求

ワンストップ
申請

ワンストップ
申請

情報
提供

情報
提供

バックオフィス
連携

バックオフィス
連携

公共サービスの公共サービスの
総合窓口総合窓口

国民・行政・民間の仲介役国民・行政・民間の仲介役

●●情報不正情報不正利用の監視利用の監視

第三者機関第三者機関

パソコン

電話・携帯電話

窓口

業務端末

等・・・

プロセスプロセスIDID連携連携

証跡証跡 連携情報連携情報

疎結合疎結合

次世代電子行政サービス基盤次世代電子行政サービス基盤（イメージ）（イメージ） 参考資料参考資料

次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチーム中間報告書より抜粋（一部編集）
（ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/nextg/pdf/100104houkokusho.pdf ）
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バックオフィス連携の技術概要バックオフィス連携の技術概要

自治体自治体

ガスガス

電力電力

自治体自治体

府省府省

外部外部
接続接続
機能機能

銀行銀行

公共サービス連携基盤（仮称）公共サービス連携基盤（仮称）

● ポータルで受け付けた一括申請は、公共サービス連携基盤で手続単位に分割され、各機関に割り振られる。各手続の処理の順番や状況は、業務プロセス管理機能に
よって管理され、利用者に対してプロセスの「見える化」を実現する。
● 一方、各機関データベースの自立性を尊重し、シンプルかつ最小限の依存関係での連携（疎結合）を実現するため、レガシーシステム、地域情報プラットフォーム、SOA
準拠のシステム等、複数の標準システムに対応可能なインターフェースを用意する。利用者の利便性、接続機関の接続の容易性や安全性等に配慮する。
● 各機関の通常業務において、「公共サービス連携基盤」を使うことにより、業務の効率化に大きく貢献する。

●● ポータルで受け付けた一括申請は、公共サービス連携基盤で手続単位に分割され、各機関に割り振られる。各手続の処理の順番や状況は、業務ポータルで受け付けた一括申請は、公共サービス連携基盤で手続単位に分割され、各機関に割り振られる。各手続の処理の順番や状況は、業務プロセス管理機能にプロセス管理機能に
よって管理され、利用者に対してよって管理され、利用者に対してプロセスのプロセスの「見える化」を実現「見える化」を実現する。する。
●● 一方、各機関データベースの自立性を尊重し、シンプルかつ最小限の依存関係での連携（疎結合）を実現するため、レガシーシステム、地域情一方、各機関データベースの自立性を尊重し、シンプルかつ最小限の依存関係での連携（疎結合）を実現するため、レガシーシステム、地域情報プラットフォーム、報プラットフォーム、SOASOA
準拠の準拠のシステム等、複数の標準システムに対応可能システム等、複数の標準システムに対応可能なインターフェースを用意する。なインターフェースを用意する。利用者の利便性、接続機関の接続の容易性や安全性等利用者の利便性、接続機関の接続の容易性や安全性等に配慮する。に配慮する。
●● 各機関の通常業務において、各機関の通常業務において、「公共サービス連携基盤」「公共サービス連携基盤」を使うことにより、業務の効率化に大きく貢献する。を使うことにより、業務の効率化に大きく貢献する。

業務プロセス管理機能業務プロセス管理機能
・ワンストップサービスの手続の順番や・ワンストップサービスの手続の順番や
処理状況を管理処理状況を管理

各
種
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

各
種
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

各
種
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

各機関各機関

・公共サービス連携基盤の外部連携アダプター機能は、FTPやSOAP等の複数の標準的なプロトコルをサポートする。各機関は、代表的なインタフェースを選択し自身の

システムへの影響を最小限に接続することが可能。

・各機関のポリシーの違い等により、外部連携機能を共有化する等、ある範囲でまとまって接続したり、ハブ型の仕組みを用意して複数の機関を束ねて接続するなど、
様々な接続方法がありうる。

・公共サービス連携基盤の外部連携アダプター機能は、FTPやSOAP等の複数の標準的なプロトコルをサポートする。各機関は、代表的なインタフェースを選択し自身の

システムへの影響を最小限に接続することが可能。

・各機関のポリシーの違い等により、外部連携機能を共有化する等、ある範囲でまとまって接続したり、ハブ型の仕組みを用意して複数の機関を束ねて接続するなど、
様々な接続方法がありうる。

サ
ー
ビ
ス
バ
ス

自治体自治体

ハブハブ

処理要求処理要求

自治体自治体

ハブハブ

自治体自治体

ハブハブ

民間民間

ハブハブ

民間民間

ハブハブ

一括申請一括申請 分割分割

処理要求処理要求

結果返答結果返答

結果返答結果返答

結果入手結果入手 申請状況の確認申請状況の確認

返答状況返答状況
の通知の通知

業務プロセスのパターン業務プロセスのパターン定義定義

処理結果の処理結果の
整形整形

結果の表示結果の表示

ディレクトリ機能ディレクトリ機能
・・要求の送り先と要求の送り先とIDID連携を管理連携を管理

レジストリ機能レジストリ機能
・・各機関のサービスの仕様を管理各機関のサービスの仕様を管理

送り先と送り先とIDID

接続先の接続先の
サービスレジストリサービスレジストリ

参照参照

一時情報保管機能一時情報保管機能
・ワンストップサービスの手続の途中・ワンストップサービスの手続の途中状況状況やや
各機関からの結果情報を一時的に保管各機関からの結果情報を一時的に保管

オープンな標準オープンな標準技術技術に準拠したに準拠した
インターフェースインターフェース

・
・
・

参考資料参考資料

次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチーム中間報告書より抜粋（一部編集）（ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/nextg/pdf/100104houkokusho.pdf ）
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団体B団体A

データ連携の課題

データ構造（データ項目の名称、属性、桁数、意味など）の標準化が必要データ構造（データ項目の名称、属性、桁数、意味など）の標準化が必要

データの送信

それぞれ管理するデータ項目名が異なるためにコンピュータでは正しく理解できない。
（団体Aでは個人の情報を「氏名」、「住所」等で管理しており、団体Bでは「ＮＡＭＥ」、
「ＡＤＤＲＥＳＳ」等で管理している）

それぞれ管理するデータ項目名が異なるためにコンピュータでは正しく理解できない。
（団体Aでは個人の情報を「氏名」、「住所」等で管理しており、団体Bでは「ＮＡＭＥ」、
「ＡＤＤＲＥＳＳ」等で管理している）

住所

氏名

東京都千代田区・・・

内閣 一郎

データ項目 値

団体A管理 団体B管理

団体A送信データ

番号：12345
氏名：内閣 一郎
住所：東京都千代田区・・・

：
：

団体A送信データ

番号：12345
氏名：内閣 一郎
住所：東京都千代田区・・・

：
：

？
：
：

ＡＤＤＲＥＳＳ

ＮＡＭＥ

データ項目 値

どのデータを、どのデータ
項目に対応付ければよい
のかがわからない・・・

どのデータを、どのデータ
項目に対応付ければよい
のかがわからない・・・

例：データ項目名が団体毎に異なるために、データ連携ができない場合

：
：

お互い同じデータ項目であることを認識するための共通的なルールが必要

データデータ構造の標準化構造の標準化

番号 12345 No

参考資料参考資料

次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチーム第1回資料より抜粋（一部編集）（ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/nextg/meeting/dai1/pdf/siryou4.pdf ）
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ワンストップ化ワンストップ化による効果（引越）による効果（引越）

最大で訪問機関が７箇所、最大で訪問機関が７箇所、
１３種類の添付書類が必要１３種類の添付書類が必要

現在現在
訪問機関は訪問機関は11箇所、オンライン箇所、オンライン
申請時の添付書類は省略申請時の添付書類は省略

将来将来

1. 転出証明書
2. 住民票
3. 戸籍の附票の写し
4. 本人確認のための写真付の官公署等の発

行した身分証明書
5. 外国人登録証明書
6. （老人医療給付）負担区分等証明書
7. （介護保険）受給資格証明書
8. 所得課税証明書
9. 在学証明書
10. 転学児童教科用図書給与証明書
11. 自動車検査証
12. 標識交付証明書
13. 廃車証明書

1. 転出証明書
2. 住民票
3. 戸籍の附票の写し
4. 本人確認のための写真付の官公署等の発

行した身分証明書
5. 外国人登録証明書
6. （老人医療給付）負担区分等証明書
7. （介護保険）受給資格証明書
8. 所得課税証明書
9. 在学証明書
10. 転学児童教科用図書給与証明書
11. 自動車検査証
12. 標識交付証明書
13. 廃車証明書

な しなな しし

１３書類１３書類１３書類

1. 転出地市町村
2. 転入地市町村
3. 学校
4. 警察
5. 地方運輸局
6. 軽自動車検査協会
7. 法務局

1. 転出地市町村
2. 転入地市町村
3. 学校
4. 警察
5. 地方運輸局
6. 軽自動車検査協会
7. 法務局

７機関７機関７機関

訪
問
機
関

訪
問
機
関

訪
問
機
関

（オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
時
）

添
付
書
類

（オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
時
）

（オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
時
）

添
付
書
類

添
付
書
類

引越手続のワンストップ化により、官民あわせて年間約１，０００億円のコスト削減効果の見込み

参考資料参考資料

次世代電子行政サービスの実現に向けたグランドデザインより抜粋（ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/nextg/pdf/granddesign.pdf ）

な しなな しし

転入地市町村のみ転入地市町村のみ転入地市町村のみ
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コスト削減効果の内訳（引越）コスト削減効果の内訳（引越）

（１）引越者側の効果 年間約９００億円（約３４００万時間）の削減
（主な削減項目）
・窓口への往復交通費
・窓口への往復移動時間
・窓口での処理時間（待ち時間含む）
・必要な手続の調査時間
・民間サービス（電気、ガス、水道など）の住所変更処理時間

（２）サービス提供者側の効果 年間約１００億円（約４００万時間）の削減
（主な削減項目）
・窓口対応コスト
・申請書類の記載内容のデータ入力コスト
・申請書類の保管費用
・郵送費等

合計 年間約１，０００億円（約３８００万時間※）の削減
※人件費にかかる作業時間（物品費と区分できないものは含まない）

主な条件：
・引越件数 690万件／年（転入件数：440万件／年、転居件数：250万件／年）
・転入地市町村を除くすべての訪問を削減
・転出証明書、介護保険関係、児童手当関係の添付書類を削減（バックオフィス連携対応）
・住所異動に伴う行政間の紙での通知を削減（バックオフィス連携対応） 等

参考資料参考資料

次世代電子行政サービスの実現に向けたグランドデザインより抜粋（ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/nextg/pdf/granddesign.pdf ）
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ワンストップ化ワンストップ化による効果（退職）による効果（退職）

最大で訪問機関が６箇所以上、最大で訪問機関が６箇所以上、
１５種類以上の添付書類が必要１５種類以上の添付書類が必要

現在現在
訪問機関は訪問機関は11箇所、オンライン箇所、オンライン
申請時の添付書類は省略申請時の添付書類は省略

将来将来

1. 健康保険被保険者証
2. 出勤簿（タイムカード）
3. 賃金台帳
4. 労働者名簿
5. 退職辞令発令書類
6. 離職理由の確認ができる書類
7. 法定調書の合計表
8. 年金手帳
9. 健康保険資格喪失通知（または離職証明書）
10. 雇用保険被保険者証
11. 住民票
12. 戸籍謄本
13. 所得証明書
14. 離職票１
15. 離職票２

1. 健康保険被保険者証
2. 出勤簿（タイムカード）
3. 賃金台帳
4. 労働者名簿
5. 退職辞令発令書類
6. 離職理由の確認ができる書類
7. 法定調書の合計表
8. 年金手帳
9. 健康保険資格喪失通知（または離職証明書）
10. 雇用保険被保険者証
11. 住民票
12. 戸籍謄本
13. 所得証明書
14. 離職票１
15. 離職票２

なな しし

１５書類以上
（※２）

１５書類以上１５書類以上
（（※※２）２）

1. 社会保険事務所
2. 健康保険組合
3. 厚生年金基金等
4. 公共職業安定所
5. 税務署
6. 市町村

1. 社会保険事務所
2. 健康保険組合
3. 厚生年金基金等
4. 公共職業安定所
5. 税務署
6. 市町村

企業：企業：なな しし
個人：個人：公共職業安定所のみ公共職業安定所のみ

（失業等給付を受けない場合は不要）（失業等給付を受けない場合は不要）

６機関以上
（※１）

６機関以上６機関以上
（（※※１）１）

訪
問
機
関

訪
問
機
関

訪
問
機
関

添
付
書
類

添
付
書
類

添
付
書
類

退職手続のワンストップ化により、官民あわせて年間約１，２００億円のコスト削減効果の見込み

※１：公共職業安定所、市町村は、事業所や従業員の住所ごとに、別々の場所に提出する手続がある。
※２：場合により、必要な添付書類は異なるため、代表的なものを記載。

参考資料参考資料

次世代電子行政サービスの実現に向けたグランドデザインより抜粋（ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/nextg/pdf/granddesign.pdf ）



22

コスト削減効果の内訳（退職）コスト削減効果の内訳（退職）

１．企業が行う手続関連
年間約７００億円（約１４００万時間）の削減

（１）企業側の効果
年間約５００億円（約１４００万時間）の削減

（主な削減項目）
・書類準備（申請書類の作成など）
・本人（退職者）への説明
・届出（窓口への提出など）
・本人（退職者）への発送（離職票など）

（２）サービス提供者側の効果
年間約２００億円（ ）の削減

（主な削減項目）
・窓口対応コスト
・申請書類の記載内容のデータ入力コスト
・申請書類の保管費用

２．退職者個人が行う手続関連
年間約５００億円（約１８００万時間）の削減

（１）退職者側の効果
年間約４００億円（約１４００万時間）の削減

（主な削減項目）
・窓口への往復交通費
・窓口への往復移動時間
・窓口での処理時間（待ち時間含む）
・添付書類交付手数料

（２）サービス提供者側の効果
年間約１００億円（約４００万時間）の削減

（主な削減項目）
・窓口対応コスト
・申請書類の保管費用

合計 年間約１，２００億円（約３２００万時間※）の削減
※人件費にかかる作業時間（物品費と区分できないものは含まない）

主な条件：
・退職件数 700万件／年、社会保険離脱理由の国保加入数 440万件／年、
雇用保険被保険者資格喪失届 430万件／年、老齢給付裁定請求 170万件／年

・失業等給付関係手続における公共職業安定所への来所を除く、すべての訪問を削減
・行政機関で発行する添付書類（住民票、戸籍謄本、所得証明書など）を削減（バックオフィス連携対応） 等

時間は人件費と物品費
等が区分できず未算出

参考資料参考資料

次世代電子行政サービスの実現に向けたグランドデザインより抜粋（ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/nextg/pdf/granddesign.pdf ）


